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補足説明資料2-13-3 

 

 

再処理施設における有毒ガス防護に係る規則改正への対応 

設計要求事項検討表 

【改正４版（最新）～ 初版】 
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令和4年8月4日 R1 
 

 

 

 

 

補足説明資料 2-14 
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補足説明資料2-14-1 

 

設計における変更について 

（ＤＢ建屋の共用に関する業務） 

 

ＤＢ建屋の共用に関する業務に係る設計について、設計を主管する箇所で

は、以下のとおり設計の変更を実施している。 

 

日付 設計の計画 
設計要求事項検討表 

インプット アウトプット 
2020年10月20日 新規制定 新規制定 － 
2020年10月28日 － － 新規制定 
2021年１月21日 － 改正１ 

要求事項の明確化に伴

う改正 

改正１ 

整理資料(案)への設計

進捗反映に伴う改正 
2021年２月２日 － － 改正２ 

設計審査委員会コメン

トの反映 

2022年７月12日 改正１ 改正２ 

安全審査の進捗に伴う

改正 

改正３ 

安全審査の進捗に伴う

改正 

2022年７月22日 － 改正３ 

設計審査委員会のコメ

ント反映 

改正４ 

設計審査委員会のコメ

ント反映 

2022年７月22日 － 改正４ 

安全審査の進捗に伴う

改正 

改正５ 

安全審査の進捗に伴う

改正 

2022年７月25日 － 改正５ 

設計審査委員会のコメ

ント反映 

改正６ 

設計審査委員会のコメ

ント反映 

 

 「設計の計画」及び「設計要求事項検討表」は、社内での設計の進捗や安

全審査での指摘事項を踏まえた検討の進捗により、事業変更許可申請に係る

見通しが立った時点で、設計を主管する箇所の長が「再処理事業部 設計管

理要領」に基づき計画の更新が必要と判断し、改正を行った。 
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補足説明資料2-14-2 

 

 

再処理施設 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

廃棄物管理施設との共用の設計の計画 

【改正１版（最新）、初版】 
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補足説明資料2-14-3 

 

 

再処理施設 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

廃棄物管理施設との共用 

設計要求事項検討表 

【改正６版（最新） ～ 初版】 
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令和 4 年 7 月 15 日 新規作成 
 

 

 

 

 

補足説明資料 3-1 
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補足説明資料3-1 

 

供給者の技術的評価について 

（有毒ガス防護に関する業務） 

 

有毒ガス防護に関する業務に係る調達について、契約を主管する箇所は技

術的評価を実施した。 

 

技術的評価においては、取引先評価・選定要領に基づき以下の基準につい

て審査が行われた。 

① 品質保証能力：JEAG4121付属書-1の要求事項に準拠していること 

② 契約履行能力：製品仕様または役務内容が、当社が発注を予定する製

品または役務と同等または類似のものであり、当社の要求事項に適合

していること。 

要求する有資格技術職員および建設業許可を有していること 

 

実績について次葉のとおり添付する。 
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補足説明資料 3-2 
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補足説明資料3-2 

 

供給者の選定依頼について 

（有毒ガス防護に関する業務） 

 

有毒ガス防護に関する業務に係る調達について、調達を主管する箇所は契

約を主管する箇所へ供給者の選定を依頼した。 

 

供給者との契約に係る業務は社内業務システムである資材契約管理システ

ムにて実施しており、契約決定までの業務の流れとして下記の順で実施され

る。 

① 契約請求 ※仕様書を添付（調達を主管する箇所） 

② 見積依頼先選定（契約を主管する箇所） 

③ 見積受領・価格交渉（契約を主管する箇所） 

④ 契約決定（契約を主管する箇所） 

 

上記の①のとおり、調達を主管する箇所が契約を主管する箇所へ契約請求

を行うことにより供給者の選定依頼が行われる。 

 

調達を主管する箇所の契約請求 承認実績の画面（写し）を実績として次

葉のとおり添付する。 
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7
0

j1980038
引き出し線
調達を主管する箇所の長が契約請求の承認を行った日付を指している。本承認をもって、契約を主管する箇所へ見積り依頼（供給者の選定依頼）が行われる。

j1980038
引き出し線
有毒ガス防護に関する業務に係る調達の契約請求の承認実績を照会
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補足説明資料 3-3 
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補足説明資料3-3 

 

供給者の選定について 

（有毒ガス防護に関する業務） 

 

有毒ガス防護に関する業務に係る調達について、契約を主管する箇所は技

術評価において評価した供給者を選定した。 

 

供給者との契約に係る業務は社内業務システムである資材契約管理システ

ムにて実施しており、契約決定までの業務の流れとして下記の順で実施され

る。 

① 契約請求 ※仕様書を添付（調達を主管する箇所） 

② 見積依頼先選定（契約を主管する箇所） 

③ 見積受領・価格交渉（契約を主管する箇所） 

④ 契約決定（契約を主管する箇所） 

 

上記の①において、調達を主管する箇所から契約請求を受けた後、契約を

主管する箇所において供給者の選定が行われる。供給者の選定については、

調達を主管する箇所の取引先推薦を踏まえ、②の見積依頼先選定及び③見積

受領を経て供給者の選定を行う。 

なお、選定された供給者に対し契約を主管する箇所にて④までの間に技術

評価(補足説明資料3―1)が実施される。 

 

契約を主管する箇所の見積依頼先選定の承認実績の画面（写し）および技

術評価(補足説明資料3―1)された供給者と同じ取引先推薦の供給者が選定さ

れていることの実績として次葉のとおり添付する。 
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3

j1980038
引き出し線
有毒ガス防護に関する業務に係る調達の見積依頼先選定の承認実績を照会

j1980038
引き出し線
契約を主管する箇所の長が見積依頼先選定の承認を行った日付を指している。本承認をもって、見積依頼が開始される。
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補足説明資料 3-4 
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補足説明資料3-4 

 

供給者の品質保証計画書について 

（有毒ガス防護に関する業務） 

 

有毒ガス防護に関する業務に係る調達について、調達を主管する箇所は供

給者から提出される品質保証計画書の適用届出書を確認し、品質保証計画書

が有毒ガス防護に関する業務に係る調達に適用されることを確認した。 

 

供給者が提出する品質保証計画書は、調達管理要則に基づき以下の要求事

項を満足する内容であることが求められる。（2020年12月当時） 

① 原子力安全のためのマネジメントシステム規程（JEAC4111-2013）の適

用指針-JEAG4121-2015〔2018年追補版〕（品質マネジメントシステム

に関する標準品質保証仕様書）への準拠 

② JEAC4111以外のISO9000シリーズ等の規格を適用している場合は次に示

す事項を反映すること 

・品質マネジメントシステム運用の目的に、当社原子力施設の安全を

維持・強化する旨を掲げること 

・当社の管理要求を下回らないよう、グレード分けの基準および管理

の程度を示すこと 

・安全文化を育成、維持するための活動の実施 

・検査は、製造部門から独立した部門の検査員等に実施させること 

・内部監査を実施すること 

・原子力の安全に関する教育を実施すること 

・その他（品質記録等、外注先等でのホールドポイント、識別とトレ

ーサビリティ、試験・検査の条件と判定基準の明確化等） 

 

上記を満足する品質保証計画書が提出され適用されることの確認実績とし

て次葉のとおり添付する。 
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令和 4 年 7 月 15 日 新規作成 
 

 

 

 

 

補足説明資料 3-5 
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補足説明資料3-5 

 

仕様書の作成について 

（有毒ガス防護に関する業務） 

 

有毒ガス防護に関する業務に係る調達について、調達を主管する箇所は仕

様書を作成し、稟議で承認した。 

実績として次葉のとおり添付する。 
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別添－１－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

業 務 委 託 仕 様 書 

（案） 
 

 

    件名：＜新規制基準対応＞有毒ガス防護に係る影響評価委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 11 月 

日本原燃株式会社 

再処理事業部 技術部 技術課 

グレード 

Ⅰ 
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補足説明資料 3-6 
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補足説明資料3-6 

 

調達した役務の検証について 

（有毒ガス防護に関する業務） 

 

有毒ガス防護に関する業務に係る調達について、調達を主管する箇所は調

達した役務が調達物品等要求事項を満たしていることを確認するため、仕様

書で提出を要求した業務報告書に対し調達した役務の検証を実施した。 

実績として次葉のとおり添付する。 
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令和 4 年 8 月 4 日 R2 
 

 

 

 

 

補足説明資料 3-7 
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補足説明資料3-7 

 

文書及び記録の管理について 

（有毒ガス防護に関する業務） 

 

有毒ガス防護に関する業務に係る設計について、設計を主管する箇所は文

書及び品質記録をファイリングした上で執務室内のキャビネットもしくは資

料センターで保管管理を実施している。 

記録の保存期間については「再処理事業部 設計管理要領」に５年間また

は設備の存続する期間のどちらか長い期間保存することが定められているこ

とから、これに従い「永年」として保管管理している。 

上記の記録の登録は変更申請の補正申請が行われる2022年7月に実施して

いるが、登録までの間は設計を主管する箇所内でのローカル管理としており、

仮の保管期限（10年）と保管場所を定め保管管理していた。 

ファイリングの実績として、ファイル背表紙を次葉のとおり添付する。 
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令和 4 年 8 月 4 日 R2 
 

 

 

 

 

補足説明資料 3-8 
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補足説明資料3-8 

 

文書及び記録の管理について 

（ＤＢ建屋の共用に関する業務） 

 

ＤＢ建屋の共用に関する業務に係る設計について、設計を主管する箇所は

文書及び品質記録をファイリングした上で執務室内のキャビネットもしくは

資料センターで保管管理を実施している。 

なお、記録の保存期間については「再処理事業部 設計管理要領」に５年

間または設備の存続する期間のどちらか長い期間保存することが定められて

いることから、これに従い「永年」として保管管理する。 

上記の記録の登録は変更申請の補正申請が行われた後、2022年8月中に実

施予定としているが、登録までの間は設計を主管する箇所内でのローカル管

理としており、仮の保管期限（永年）を定め保管管理している。 

ファイリングの実績として、ファイル背表紙を次葉のとおり添付する。 
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令和 4 年 7 月 15 日 新規作成 
 

 

 

 

 

補足説明資料 3-9 
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補足説明資料3-9 

 

本申請における不適合管理について 

 

本申請に基づく設計において発生した不適合について、JCAPSに登録され

不適合管理を実施している。 

実績として次葉のとおり添付する。 

 

上記以外で、安全審査での指摘事項を受けた改善の取組みとして以下のよ

うな対応を実施した。 

 

有毒ガス防護対策を追加した再処理事業変更許可申請（2021 年 4 月 28 日申

請）について、5 月 17 日、6 月 28 日、9 月 27 日の審査会合での指摘事項に対し

適切な回答ができておらず、審査が進まない状況になった。 

この理由として、それまでの検討では、有毒ガス影響評価ガイドを出発点とし、

実用発電炉の審査実績をもとに有毒ガス防護を考えていたが、本来は、再処理の

特徴を踏まえ、既許可における有毒ガス防護に係る安全設計を考慮した上で、有

毒ガス防護対策を整理する必要があった。 

このため、再処理施設の安全設計に立ち返って、再処理施設の有毒ガス防護

対策を整理し直すこととした（審査会合（2021 年 12 月 23 日）にて説明）。 

体制強化も含めた 2021 年 12 月以降の具体的な取り組みは、以下のとおり。 

 

∙  既許可における安全設計を適切に取り入れるとともに、設工認との連携を図るた

め、既許可の条文担当や、当初設計と新規制基準との比較作業を取り纏めてい

た担当者を体制に組み込むとともに、設工認と共通の責任者（常務執行役員）

をトップに据え、関係者全員が一室に会し、作業を行うこととした。 

∙  有毒ガスチームの要員数を増強し、有毒ガス影響評価の技術的な妥当性のチ

ェックや、作成した資料間の整合性の確認を行った。また、再処理施設の化学

に精通した技術者による確認、メーカ及び電力の技術支援を活用した確認を行

うこととした。 

∙  規制庁からの指摘事項の趣旨を的確に捉え、安全審査対応を円滑に進めるた

め、既許可の安全審査対応者を規制庁とのカウンターパートとして体制に組み

入れた。 

 

なお、上記の改善の取組みについては CAP システムでの管理は行われてい

ないため、今後、安全審査の進め方の仕組みに改善すべき点があった場合に

は、積極的に CAP システムに登録するよう、CAP システムでの管理の浸透に

ついて改善を図っていく。 
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令和 4 年 7 月 15 日 新規作成 
 

 

 

 

 

補足説明資料 4-1 
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補足説明資料4-1 

 

本申請に当たって実施した設計活動に係る品質管理の 

活動実績無しに係る説明 

 

添付書類九の各項について、本申請に当たって実施した設計活動に係る品

質管理の活動実績が無い箇所について以下のとおり説明する。 

 

3.3.2(1)について、設計の品質を確保する上で重要な活動となる解析業務

のうちＤＢ建屋の共用に関する業務においては、解析を用いた評価を行う業

務は無いことから「調達による解析」および「手計算による自社解析」は実

施していない。 

 

3.4 について、前項のとおりＤＢ建屋の共用に関する業務においては調達

を実施していない。 

 

3.4.4 について、有毒ガス防護に係る影響評価を調達している請負会社他

については、2022 年度下期を予定している。 

 

４．および５．について、設計及び工事の計画に係る品質管理として設計

及び工事の計画の変更の認可申請書に記載する「設計および工事に係る品質

マネジメントシステム」および同添付書類「設計及び工事に係る品質マネジ

メントシステムに関する説明書」にて改めて説明する。 

 

以上 
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